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項 目 内                容 

第１章 総 則 

（適用範囲） 

第１－１条 

 

 

 

 

本業務の施行に当たっては、農林水産省農村振興局制定「地質・土質調査業務共

通仕様書」（以下「共通仕様書」という。）によるほか、同仕様書に対する特記及

び追加事項は、この特別仕様書によるものとする。 

 

（目的） 

第１－２条 

 

 

 

本業務は、木曽川下流域（濃尾地域）において農業用水の需要量と地下水位が重

要な関係にあることから、継続的に地下水位観測を行い調査データの取りまとめを

行うものである。 

 

（場所） 

第１－３条 

 

 

本業務の地下水位調査位置は、木曽川下流域の愛知県名古屋市他で別添図面に示

すとおりである。 

 

（業務概要） 

第１－４条 

 

 

 

 

本業務の概要は次のとおりであり、詳細は第３章に示すものとする。 

1 浅層地下水位データ収集   12箇所 

2 地下水位データ回収     14箇所 

3 データ取りまとめ       １式 

 

（管理技術者） 

 第１－５条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）管理技術者は、共通仕様書第１－６条第３項によるものとし、農業土木技術

管理技士以外の本業務に該当する技術部門、選択科目は次のとおりである。 

資  格 技術部門 選択科目 

技術士 総合技術監理 農業－農業土木又は農業農村工学 

建設－土質及び基礎 

応用理学－地質 

農業 農業土木又は農業農村工学 

建設 土質及び基礎 

応用理学 地質 

博士 農学  

理学  

工学  

シビルコンサルティン

グマネージャー 

農業土木  

地質  

土質及び基礎  

（２）別紙に記載されている割合を予定価格に乗じて求めた価格を下回る価格で契

約した場合においては、管理技術者は屋外で行う調査の実施に際して現場に常

駐するとともに、作業日毎に業務の内容を監督職員に報告しなければならな

い。  

なお、管理技術者が現場での常駐場所を定めた場合、あるいは変更した場合

は監督職員に報告することとする。 
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項 目 内                容 

（担当技術者） 

第１－６条 

 

担当技術者は、共通仕様書第１－７条によるものとする。 

 

（配置技術者の確

認） 

 第１－７条 

 

 

共通仕様書第１－10 条における業務組織計画の作成及び共通仕様書第１－11 条に

基づく技術者情報の登録に当たっては、次によるものとする。 

（１）受注者は、業務計画書の業務組織計画に配置技術者の所属・役職及び担当す

る分担業務を明確に記載するものとする。 

なお、変更業務計画書において、業務組織計画を変更する際も同様とする。 

（２）農業農村整備事業測量調査設計業務実績情報サービスへの技術者情報の登録

は、業務計画書の業務組織計画において位置付けられた技術者を登録対象と

し、事前に監督職員の承認を得るものとする。 

 

（保険加入） 

第１－８条 

 

受注者は、共通仕様書第１－38条に示されている保険に加入している旨を業務計

画書に明示しなければならない。 

また、監督職員からの請求があった場合は、保険加入を証明する書類を提示しな

ければならない。  

 

第２章 作業条件 

（作業条件） 

第２－１条 

 

 

 

 

 

   

 

調査の実施に当たっては、以下の事項に留意して作業を進めるものとする。 

（１）業務の実施に当たっては、事前に調査方法について監督職員と十分打合せを

行い、手戻りのないよう留意するものとする。 

（２）本業務において生じた第三者との紛争は、受注者の責任において処理しなけ

ればならない。 

（参考図書） 

第２－２条 

 

 

 

 

本業務で使用する参考図書は、必要に応じ監督職員と打合せのうえ使用するもの

とする。 

また、参考図書等は作業時点での最新版を用いることとし、作業期間中に改訂が

なされた場合は監督職員と協議のうえ、その取扱いを決定するものとする。 

 

（貸与資料） 

 第２－３条 

 

本業務の貸与資料は次表のとおりとし、これ以外に必要な資料があるときは監督職員

と打合せを行うものとする。 
分 類 貸与資料 数量 

その他 地下水位観測資料 

（令和８年３月分） 

１式 
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項 目 内                容 

（参考図書及び貸与

資料の取り扱い） 

第２－４条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２－２条、第２-３条に示す参考図書、貸与資料及び共通仕様書に示す示方書の

取扱いは、次のとおりとする。 

（１）参考資料及び貸与資料の記載事項で相互に矛盾がある場合や、解釈に疑義が

生じた場合は、監督職員と協議のうえ、その取扱いを決定するものとする。 

（２） 示方書、参考図書は、業務作業時点の最新版を用い、業務作業中に改訂され

た場合は、監督職員の指示を受けるものとする。 

（３）貸与資料は原則として、第１回打合せ時に一括貸与するものとし、監督職員の請

求があった場合のほか、完了検査時に一括して返納しなければならない。 
 

第３章 作業内容 

（作業項目及び数

量） 

第３－１条   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本業務における作業項目及び数量は、下記のとおりである。 

作業項目 作  業  内  容 数量 

1 浅層地下

水位データ

収集 

別添図面に示す既存井戸（12 箇所）において、

観測者が手測り（水位計、コンベックス等）した

地下水位データ（週１回：12 箇所）を毎月、郵送

または電子メールにより収集する。 

 

12箇所 

2 地下水位

データ回収 

別添図面に示す既設地下水位観測孔（14 箇所）

に設置してある地下水位計測機器のデータをデー

タ回収装置（データコレクト）により年５回（６

月、８月、10 月、12 月、翌年２月）現地で回収す

る。 

また、８月には地下水位計測機器（14 箇所）の

電池交換を行う。 

 

14箇所 

3 データ取

りまとめ 

上記により、収集又は回収した地下水位データ

を所定の様式により、年間の地下水位の変動をと

りまとめ分析し考察を行う。 

なお、データ取りまとめ期間は令和８年３月か

ら令和９年２月末までを対象とする。 

 

１式 

 

（作業の留意点） 

第３－２条 

 

作業実施に際し特に留意する点は次のとおりとする。 

（１）第２－２条、第２－３条及び共通仕様書に示す参考図書、貸与資料並びに受

注者が有する資料等を参考にした場合は、その出典を明示するものとする。 

（２） 作業に必要な地元及び関係機関との調整等については、監督職員と十分打合

せを行うものとする。 

（３）データ入力作業は適宜行い、業務期間中においても、発注者からのデータ提

供依頼に対応できるよう随時データ入力作業を行うものとする。 
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項 目 内                容 

 （４）地下水位計測機器等に不具合が生じた場合には、速やかに監督職員に報告し

なければならない。 

 

（業務写真におけ

る黒板情報の電子

化） 

第３－３条 

 

 

 

黒板情報の電子化は、被写体画像の撮影と同時に業務写真における黒板の記載情

報の電子的記入を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化を図るも

のである。 

受注者は、業務契約後に監督職員の承諾を得たうえで黒板情報の電子化を行うこと

ができる。黒板情報の電子化を行う場合、受注者は、以下の１から４によりこれを

実施するものとする。 

１ 使用する機器・ソフトウェア 

受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器・ソフトウェア等（以下、「機器等

」という。）は、電子的記入ができるもので、かつ「電子政府における調達のた

め に 参 照 す べ き 暗 号 の リ ス ト (CRYPTREC 暗 号 リ ス ト ） 」 (URL 「

https://www.cryptrec.go.jp/list.html」）に記載する基準を用いた信憑性確認

機能（改ざん検知機能）を有するものを使用するものとする。 

２ 機器等の導入 

（１） 黒板情報の電子化に必要な機器等は、受注者が準備するものとする。 

（２） 受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器等を選定し、監督職員の承諾を

得なければならない。 

３ 黒板情報の電子的記入に関する取扱い 

（１） 受注者は、１の機器等を用いて業務写真を撮影する場合は、被写体と黒板

情報を電子画像として同時に記録してもよいこととする。 

（２） 本業務の業務写真の取扱いは、「電子化写真データの作成要領（案）」に

よるものとする。 

なお、上記（１）に示す黒板情報の電子的記入については、「電子化写真

データの作成要領（案）6 写真編集等」に示す「写真編集」には該当しない

ものとする。 

（３） 黒板情報の電子化を適用する場合は、従来型の黒板を写し込んだ写真を撮

影する必要はない。 

４ 写真の納品 

受注者は、３に示す黒板情報の電子化を行った写真を、業務完了時に発注者へ

納品するものとする。 

なお、受注者は納品時にURL(http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index

.html)のチェックシステム（信憑性チェックツール）又はチェックシステム（信

憑性チェックツール）を搭載した写真管理ソフトウェアを用いて、黒板情報を電

子化した写真の信憑性確認を行い、その結果を監督職員へ提出するものとする。 

５ 費用 

機器等の導入に要する費用は、従来の黒板に代わるものであり、直接経費に含

まれる。 

 

  

 

https://www.cryptrec.go.jp/list.html
http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index
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項 目 内                容 

第４章 打合せ 

（打合せ） 

第４－１条 

 

 

 

 

共通仕様書第１－９条による打合せについては、主として次の段階で行うものと

する。 

  第１回 作業着手段階 

第２回 報告書原稿取りまとめ段階 

なお、業務を適正かつ円滑に実施するために、受注者の業務担当は、業務打合せ

記録簿を作成し、上記の打合せの都度内容について、監督職員と相互に確認するも

のとする。 

ただし、別紙に記載されている割合を予定価格に乗じて求めた価格を下回る価格

で契約した場合においては、上記に定める打合せを含め、受注者の責により管理技

術者の立ち会いの上で打合せ等を行うこととし、設計変更の対象とはしない。 

その際、管理技術者は、共通仕様書第１－10 条に定める業務計画書に基づく業務工

程等の管理状況を報告しなければならない。 

 

第５章 成果物 

（成果物） 

第５－１条 

 

 

 

 

成果物を共通仕様書第１－17 条に基づき作成し、次のものを提出しなければなら

ない。 

（１）成果物の電子媒体（CD-R 等）正副２部 

（２）成果物の出力１部（電子媒体の出力、市販のファイル綴じで可） 

 

（成果物の提出

先） 

第５－２条  

 

 

 

 

 

成果物の提出先は、次のとおりとする。 

愛知県名古屋市昭和区安田通４－８ 

   東海農政局木曽川水系土地改良調査管理事務所 

第６章 業務スラ

イドの試行 

（業務スライド） 

 第６－１条 

 

 

 

（１）本業務は「建設コンサルタント業務等における賃金等の変動に基づく業務費

の変更の取り扱いについて（試行）」（令和７年12月17日付け７農振第2167号

農村振興局整備部設計課長通知）に基づく試行業務である。 

（２）予期することのできない特別の事情により、履行期間内に日本国内において

急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、業務費が著しく不適当と

なったときは、発注者又は受注者は、業務費の変更を請求することができる。 

（３）（２）の場合において、業務費の変更額については、発注者と受注者とが協

議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあ

っては発注者が定め、受注者に通知する。 

（４）（３）の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受

注者に通知しなければならない。ただし、発注者が（２）の請求を行った日又

は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議

開始の日を定め、発注者に通知することができる。 

  



 

6 
 

項 目 内                容 

 （５）業務スライドの試行に係る運用については、（１）に記載の通知に基づくも

のとする。 

 

第７章 契約変更

（契約変更） 

 第７－１条 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８章 定めなき 

 

 

業務請負契約書第17条から第20条に規定する甲乙協議事項は、次のとおりとす

る。 

（１）第１－４条に示す「業務概要」に変更が生じた場合 

（２）第３－１条に示す「作業項目及び数量等」に変更が生じた場合 

（３）第４－１条に示す「打合せ」に変更が生じた場合 

（４）第５－１条に示す「成果物」に変更が生じた場合 

（５）履行期間の変更が生じた場合 

（６）その他 

 

事項 

（定めなき事項） 

第８－１条 

 

 

 

この特別仕様書に定めなき事項又は本業務の実施に当たり疑義が生じた場合は、必

要に応じて監督職員と協議するものとする。 
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別紙（特別仕様書第１－５条、第４－１条関連） 

 

【割合】 

 予定価格算出の基礎となった同表Ａ～Ｄまでに掲げる額の合計額に 100 分の 110 を乗じて得た額を予定

価格で除して得た割合とする。ただし、その割合が10 分の 8.5 を超える場合にあっては10 分の 8.5 と、

３分の２に満たない場合にあっては３分の２とするものとする。 

 

業務区分 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

地質調査 直接調査費の額 間接調査費の額に

10 分の９を乗じて

得た額 

解析等調査業務費

の額に 10 分の８

を乗じて得た額 

諸経費の額に 10

分の５を乗じて得

た額 

 


